
新
一
年
生
が
、
ピ
カ
ピ
カ
の
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
い
、

真
新
し
い
黄
色
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
元
気
に
登
校
し
て
い
ま
す
。

学
校
で
は
交
通
安
全
教
室
が
行
わ
れ
、

基
本
的
な
ル
ー
ル
に
つ
い
て
指
導
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
最
近
の
交
通
事
故
の
特
徴
と
、

改
正
道
路
交
通
法
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
身
近
な
道
路
に
お
け
る
事
故
が
多
い

　

身
近
な
道
路
で
、
歩
行
中
に
被
害
に
遭

う
事
故
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

○
単
独
の
交
通
事
故
が
多
い

　

４
月
26
日
夜
、
塩
野
地
区
で
自
動
車
が

民
家
の
塀
に
衝
突
し
、
助
手
席
の
女
性

が
亡
く
な
る
死
亡
事
故
が
あ
り
ま
し
た
。

○
自
転
車
に
よ
る
交
通
事
故
が
昨
年
に
比

べ
大
幅
に
増
え
て
い
る

　

自
転
車
は
手
軽
な
乗
り
物
で
す
が
、
自

転
車
の
交
通
事
故
の
う
ち
約
８
割
が

誤
っ
た
走
行
に
よ
る
事
故
で
す
。
左
側

通
行
な
ど
安
全
利
用
を
し
ま
し
ょ
う
。

○
高
齢
者
に
よ
る
交
通
死
亡
事
故
が
全
体

の
50
％
を
超
え
て
い
る

　

高
齢
社
会
の
進
展
に
伴
い
、
高
齢
ド
ラ

イ
バ
ー
が
加
害
者
と
な
っ
た
り
、
高
齢

歩
行
者
が
被
害
者
と
な
っ
た
り
す
る
交

通
事
故
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

○
悪
質
・
危
険
運
転
者
対
策（
平
成
19
年
９
月
）

　

飲
酒
運
転
し
た
者
の
周
辺
者
の
罰
則
を

強
化
し
ま
し
た
。

　

車
、
酒
の
提
供
を
し
た
も
の
を
厳
罰
化
。

同
乗
す
る
こ
と
も
禁
止
。

○
自
転
車
利
用
者
対
策（
平
成
20
年
６
月
）

　

普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
可
能
要
件
を

明
確
化
し
ま
す
。

　

児
童
ま
た
は
幼
児
の
乗
用
用
ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
努
力
義
務
を
導
入
し
ま
す
。

○
高
齢
運
転
者
対
策（
平
成
20
年
６
月
）

　

75
歳
以
上
者
及
び
聴
覚
障
害
者
は
、
普

通
自
動
車
を
運
転
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ

れ
内
閣
府
令
で
定
め
る「
高
齢
運
転
者

標
識
」「
聴
覚
障
害
者
標
識
」を
表
示
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
被
害
軽
減
対
策（
平
成
20
年
６
月
）

　

後
部
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
が
義

務
化
さ
れ
ま
す
。

　
「
お
ま
わ
り
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
」「
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」
…
、
今

日
も
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
と
元

気
な
声
に
迎
え
ら
れ
、
す
が
す
が
し
い
気

持
ち
で
街
頭
に
立
っ
て
い
ま
す
。
町
の
子

ど
も
た
ち
は
、
人
情
味
あ
ふ
れ
る
土
地
柄

の
よ
さ
で
し
ょ
う
か
、
素
直
で
礼
儀
正
し

く
、
ま
た
、
そ
の
天
真
爛
漫
で
豊
か
な
表

情
が
と
り
わ
け
印
象
的
で
す
。

　

最
近
、
そ
ん
な
子
ど
も
た
ち
の
さ
わ
や

か
な
光
景
を
見
か
け
ま
し
た
。
私
が
あ
る

朝
、
街
頭
に
立
っ
て
い
る
と
き
で
し
た
。

高
学
年
の
小
学
生
３
人
が
横
断
歩
道
で
手

を
上
げ
て
渡
り
終
え
る
と
、
止
ま
っ
て
く

れ
た
車
の
運
転
手
さ
ん
に
丁
寧
に
頭
を
下

げ
あ
い
さ
つ
し
た
の
で
す
。
私
は
思
わ
ず
、

そ
の
子
ど
も
た
ち
を
褒
め
ま
し
た
が
、

「
親
は
子
の
か
が
み
」と
も
言
い
ま
す
。
そ

の
姿
か
ら
家
庭
・
学
校
教
育
の
大
切
さ
、

大
人
の
責
任
の
あ
り
方
を
教
え
ら
れ
た
よ

う
な
感
動
的
な
一
場
面
で
し
た
。

　

私
た
ち
職
員
一
同
は
、
そ
ん
な
子
ど
も

た
ち
の
姿
に
心
を
動
か
さ
れ
、
大
き
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
い
な
が
ら
、「
安
全
・
安

心
」な
町
づ
く
り
の
た
め
に
少
し
で
も
貢

献
し
た
い
と
、
日
夜
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
御
代
田
町
交
通
安
全
協
会
、
防
犯

協
会
、
佐
久
少
年
警
察
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協

会
御
代
田
支
部
、
学
校
ご
と
の
見
守
り
隊
、

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
な
ど
日
ご
ろ
支
援
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
各
方
面
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
の
皆
さ
ま
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

現
代
は
、
不
透
明
な
時
代
と
言
わ
れ
、

都
市
化
現
象
の
流
れ
が
顕
著
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
御
代
田
町
も
例
外
で
は
な
く
、

何
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
子
高
齢
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
な
か
、
日

本
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
守
る
こ

と
が
、
今
の
大
人
に
課
せ
ら
れ
た
最
大
の

責
務
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
さ
ま
の
ご
支
援
、
ご
協

力
を
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

北小学校交通安全教室

６
月
１
日
か
ら
道
路
交
通
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

６
月
１
日
か
ら
道
路
交
通
法
が
施
行
さ
れ
ま
す

最
近
の
交
通
事
故
の
特
徴

改
正
道
路
交
通
法
の
あ
ら
ま
し

子
ど
も
た
ち
か
ら
教
え
ら
れ
る
も
の

御
代
田
町
交
番
所
長

有
賀
公問

い
合
わ
せ
先　

御
代
田
町
交
番（
32
）２
０
３
９
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国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
方
式
が
変
わ
り
ま
す

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
住
民
税
係

　
　
（
32
）３
１
１
１（
内
線
42
・
43
）

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
　
（
32
）２
５
５
４

　

学
生
納
付
特
例
制
度
は
、
在
学
期
間
中

の
国
民
年
金
保
険
料
を
猶
予
す
る
制
度
で

す
。
大
学（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等
に
在
学
す

る
20
歳
以
上
の
人
で
、
学
生
本
人
の
所
得

が
１
１
８
万
円
以
下
の
人
が
対
称
に
な
り

ま
す
。

ど
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
？

メ
リ
ッ
ト
①

　

在
学
期
間
中
の
ケ
ガ
や
病
気
な
ど
で
障

害
が
残
っ
た
り
、
死
亡
し
た
り
と
い
っ
た

万
が
一
の
時
に
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間

が
３
分
の
２
未
満
か
直
近
１
年
間
に
保
険

料
の
未
納
が
あ
っ
た
場
合
、
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受
け
て

い
る
期
間
は
未
納
扱
い
に
な
ら
な
い
の
で
、

受
給
資
格
が
発
生
し
ま
す
。

〜
20
歳
以
上
の
学
生
で
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ん
へ
〜

課
税
限
度
額
の
見
直
し

　

政
令
の
改
正
に
よ
っ
て
、
課
税
限
度
額

を
、
現
行
の
医
療
分
56
万
円
か
ら
47
万
円

に
引
き
下
げ
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
が
12
万
円
に
な
り
ま
す
。

介
護
分
は
９
万
円
の
ま
ま
据
え
置
き
に
な

り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
創
設

　

平
成
19
年
度
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税

の
賦
課
区
分
は
医
療
分
と
介
護
分
か
ら
成

り
立
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
４
月

か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
創
設
さ
れ

た
こ
と
に
伴
っ
て
、
新
た
に
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
が
加
わ
り
ま
し
た
。

　

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
は
、
国
保
に
加

入
し
て
い
る
75
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
、

後
期
高
齢
者
の
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用

の
一
定
額
を
負
担
し
て
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
を
支
え
て
い
く
た
め
に
賦
課
す
る

も
の
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係（32

）２
５
５
４

手
続
き
は
ど
こ
で
で
き
る
の
？

　

保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係（
人
権
啓
発

セ
ン
タ
ー
２
階
）に
申
請
書
を
用
意
し
て

い
ま
す
。
手
続
き
に
は
学
生
証
の
写
し
か

在
学
証
明
書
、
印
鑑
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
前
年
の
所
得
を
確
認
す
る
た
め
申
請
は

毎
年
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

メ
リ
ッ
ト
②

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
人
で

老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
受
給
し
た
い
人
は
、

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
年
金
を
納
め
る
よ

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
た
期
間
は
、
受
給
資
格
期
間

に
は
な
り
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
承
認
さ
れ
て
か
ら
10
年
間
保
険
料
を

納
め
る
こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は

年
金
資
格
期
間（
保
険
料
納
付
済
期
間
、

免
除
・
猶
予
承
認
期
間
等
）が
35
年
以
上

（
満
額
受
給
す
る
た
め
に
は
40
年
以
上

の
保
険
料
納
付
期
間
が
）必
要
で
す
。

国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度
の
お
知
ら
せ

年
金
の
手
続
き
に
は
年
金
手
帳
が
必
要
で
す
。

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●税率比較表
平成19年度
賦課区分 所得割 資産割 均等割 平等割

医 療 分 7.5% 24.0% 26,000円 27,000円

介 護 分 1.5% 4.5% 9,500円 6,000円

●課税限度額比較表
平成19年度

医 療 分 560,000円

介 護 分 90,000円

平成20年度
賦課区分 所得割 資産割 均等割 平等割

医 療 分 5.7% 14.0% 21,000円 22,000円

支援金分 1.8% 10.0% 5,000円 5,000円

介 護 分 1.5% 4.5% 9,500円 6,000円

平成20年度

医 療 分 470,000円

支援金分 120,000円

介 護 分 90,000円

P
P
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